
令和３年度 

第 2回学校体育施設開放運営委員会議 

[書面開催] 

次 第  

１ 開   会 

２ 議   題 

（１） 学校体育施設開放事業の現状について 

（２） 令和４年度学校体育施設開放事業について 

（３） その他 

 

３ 閉   会 



 



(１)学校体育施設開放事業の現状について      令和４年２月１日現在 

・小学校 18校、中学校 9校、旧小学校 2校を開放、 

登録数 185(-7)団体 4,455(207)人 ※()前年度比 

 

１．令和３年度学校体育施設開放事業の経過 

（令和２年度末） 

・3月 19日 3月 23日から当面の間、屋内施設の利用時間を 21時までとすることを決定 

（令和３年度） 

・4月 16日 まん延防止等重点措置を実施すべき区域として千葉県を公示（4月 20日から） 

・7月 30日 緊急事態宣言発令(8月 2日から 8月 31日日まで)  

・8月 3日 緊急事態宣言の解除まで屋内施設の利用時間を 20時までとすることを決定 

・8月 17日 緊急事態宣言の延長（9月 12日まで） 

・8月 18日 市内小中学校における部活動等における活動の制限等をふまえ、利用時間を

午前又は午後のどちらか 3時間までとし、昼食は挟まないとする制限を追加 

・9 月 8 日 市内の感染状況が拡大していることから、9 月 11 日から緊急事態宣言の解除

の日まで全団体の利用を中止とすることを決定 

・9月 9日 緊急事態宣言の延長（9月 30日まで） 

・9月 30日 緊急事態宣言の解除  

・9月 30日 10月 4 日から屋内施設は中学生以下の方の利用に限定・1日あたりの利用時

間を 3時間までとし食事は挟まない・利用時間を 21時までとする、屋外施設は 1日あた

りの利用時間を 3時間までとし食事は挟まない制限をかけて利用再開とすることを決定 

・10 月 13 日 11 月 1 日から一般団体（高校生以上の方）の利用再開、再開する際の制限

の内容は、県の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請の内容に基づく

ものとすることを決定 

・10 月 22 日 11 月 1 日から一般団体（高校生以上の方）の利用再開、利用時間等の制限

は 10月 31日までとすることを全団体へ通知 

・令和 4年 1月 14日 新型コロウイルスの急激な感染拡大により、児童・生徒への感染リ

スクが高まったことや今後実施される受験への影響が懸念されることから、市教育委員

会において屋内施設の学校体育施設開放を中止する判断があったため、1月 15日から当

面の間、屋内施設を利用中止とすることを決定 

・1月 19日 まん延防止等重点措置を実施すべき区域として千葉県を公示（1月 21日から

2月 13日） 

 

２．利用の条件 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、「学校体育施設開放利用における新型コ

ロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」を遵守することを利用の条件としています。 

 

３．施設利用状況 



①利用団体  

学校名 施設 
団体数 

(登録数) 
利用種目 

木下小学校 体育館 7 新体操,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,ﾐﾆﾊﾞｽ,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2 

 校庭 0  

小林小学校 体育館 7 少年野球,躰道,ミニバス，バレーボール 4 

 校庭 1 少年野球 

大森小学校 体育館 7 ミニバス,ショートテニス,卓球,バレーボール 3,剣道 

 校庭 3 少年サッカー,ソフトボール,野球 

船穂小学校 体育館 6 ﾐﾆﾊﾞｽ 2,剣道,ｲﾝﾃﾞｨｱｶ,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,総合スポーツ 

 校庭 1 ティーボール 

木刈小学校 体育館 11 
剣道,少年サッカー,ﾊﾞﾄﾝ,ﾐﾆﾊﾞｽ,体操,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2, 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,ｼｮｰﾄﾃﾆｽ,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 

 校庭 1 少年サッカー 

内野小学校 体育館 6 剣道,ﾐﾆﾊﾞｽ,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ,総合スポーツ 

 校庭 1 少年サッカー 

原山小学校 体育館 7 剣道,新体操,ﾐﾆﾊﾞｽ，ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,ﾀﾞﾝｽ,ｼｮｰﾄﾃﾆｽ 

 校庭 2 サッカー,少年野球 

小林北小学校 体育館 5 ﾐﾆﾊﾞｽ，総合スポーツ,ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ,卓球，ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 

 校庭 3 少年サッカー2,ソフトボール 

小倉台小学校 体育館 7 空手道,剣道,体操,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,ﾐﾆﾊﾞｽ,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2 

 校庭 1 少年野球 

高花小学校 体育館 6 空手道,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 2,ﾐﾆﾊﾞｽ，少年野球,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

 校庭 2 少年野球,ミニバス 

西の原小学校 体育館 10 空手道,ｼｮｰﾄﾃﾆｽ,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2,ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ,ﾐﾆﾊﾞｽ 2,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2,ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

 校庭 3 少年サッカー,少年野球,ソフトボール 

原小学校 体育館 7 空手道,総合スポーツ,体操 2,ミニバス 2,バドミントン 

 校庭 2 少年サッカー,少年野球 

牧の原小学校 体育館 10 ﾐﾆﾊﾞｽ 4,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,総合スポーツ 2,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2 

 校庭 4 少年サッカー3，少年野球 

いには野小学校 体育館 9 空手道，ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 4,少年ｻｯｶｰ,ﾐﾆﾊﾞｽ,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

 校庭 2 少年サッカー,少年野球 

平賀小学校 体育館 3 空手道,バレーボール 2 

 校庭 4 サッカー,少年野球,野球,テニス 

六合小学校 体育館 8 少年野球,総合スポーツ,バレーボール 5,ミニバス 

 校庭 0  

本埜小学校 体育館 4 少年野球,バスケットボール,ミニバス,バレーボール 



学校名 施設 
団体数 

(登録数) 
利用種目 

滝野小学校 体育館 10 
空手道,ﾐﾆﾊﾞｽ 2，少年サッカー，ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ,ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 4, 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

 校庭 1 少年サッカー 

印西中学校 体育館 3 バスケットボール 3 

 柔剣道場 1 剣道 

船穂中学校 体育館 9 バスケットボール 5,バレーボール 4 

 柔剣道場 3 柔道，合気道 2 

木刈中学校 体育館 7 空手道,バスケットボール 2,バレーボール 4 

 柔剣道場 3 剣道，空手道,合気道 

小林中学校 体育館 6 バレーボール 3,バドミントン 3 

 柔剣道場 1 剣道 

原山中学校 体育館 7 総合スポーツ，バスケットボール 4,バレーボール 2 

 柔剣道場 2 剣道，体操 

西の原中学校 体育館 7 総合スポーツ 2,ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 3，ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,空手道 

 柔剣道場 3 空手道 2,剣道 

印旛中学校 体育館 7 空手道,剣道，バスケットボール,バレーボール 4 

 校庭 1 グラウンドゴルフ 

 柔剣道場 1 剣道 

本埜中学校 体育館 3 バレーボール 3 

滝野中学校 体育館 7 バスケットボール 4,バドミントン,バレーボール 2 

旧宗像小学校 体育館 3 少年野球,ミニバス 2 

旧本埜第二小学校 体育館 5 少年野球,バスケットボール,バレーボール 2,剣道 

 校庭 1 少年サッカー 

 

 

②利用に関する学校等からの指摘事項 

 令和３年度学校体育施設開放の利用について管理指導員、近隣住民から以下のとおり報

告がありました。各団体には、メンバーへの周知、徹底を依頼しました。 

〇新型コロナウイルス感染防止対策に関すること。 

  ・何人もの保護者が体育館の玄関付近で見学をしていた。 

  ・換気が不十分であった。      

・利用者名簿を作成せず、体調チェックすることなく利用していた。 

・屋外は施設外と考えているためか、お弁当を食べていた。 

 

 



 〇施設、設備の利用に関すること 

  ・扉の未施錠があった。 

  ・電気の消し忘れがあった。 

  ・校門があいていた。       

・校庭や駐車場での声がうるさい。 

  ・勝手に校舎内のトイレを使用していた。 

  ・体育館利用団体が外（部分棟）で練習していた。 

  ・野球の軟球が落ちていることがとても多い。 

  ・お菓子のごみが放置されていた。 

  ・清掃が不十分であった。 

  ・バスケットゴール（壁付け伸縮タイプ）を乱暴に扱った形跡がある。 

  ・喫煙の形跡があった。 

  ・時間外に鍵を取りに来る団体がいる。ルールを守ってほしい。 

  ・学校所有のボールを使用している。 

  ・駐車場以外のところに駐車している。 

  ・校庭の利用後にブラシをかけていない時がある。 

  ・校庭に除草剤をまいてラインを作ることがあった。 

 

４．令和３年度学校プール開放実施状況 

令和３年度学校プール開放事業については、開放実施予定校９校のうち、水泳指導の実施

予定校は３校であり、この３校でプール開放を実施した場合、利用者が集中する恐れがあ

ることから、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。 

 

 

(２)令和４年度学校体育施設開放事業について 

１．利用調整会議について 

2 月 19 日(土)、20 日（日）の開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止としました。 

会議の開催に代わり、利用時間等の調整については、各団体による個別の調整、注意事項

等の連絡につきましては、書面での通知としました。 

 

 

 

 

利用調整会議は、例年、松山下公園総合体育館アリーナにおいて、全団体が集まり

新年度の利用希望時間等が重複する部分について、団体間で話し合い調整するため

に開催しています。 

利用調整の他に新年度の利用にあたっての注意事項等の連絡、印西消防署によるＡ

ＥＤの取り扱い説明を実施しています。 



２．申請状況について(利用調整前) 登録数 176団体 

①小学校 ※()今年度(2月 1日現在)比  

学校名 体育館 校庭 計 

木下小学校 6 (-1) 0 (0) 6 (-1) 

小林小学校 6 (-1) 1 (0) 7 (-1) 

大森小学校 7 (0) 3 (0) 10 (0) 

船穂小学校 6 (0) 2 (1) 8 (1) 

木刈小学校 10 (-1) 1 (0) 11 (-1) 

内野小学校 6 (0) 1 (0) 7 (0) 

原山小学校 7 (0) 2 (0) 9 (0) 

小林北小学校 4 (-1) 4 (1) 8 (0) 

小倉台小学校 7 (0) 1 (0) 8 (0) 

高花小学校 4 (-2) 1 (-1) 5 (-3) 

西の原小学校 10 (0) 3 (0) 13 (0) 

原小学校 7 (0) 2 (0) 9 (0) 

牧の原小学校 7 (-3) 4 (0) 11 (-3) 

いには野小学校 8 (-1) 2 (0) 10 (-1) 

平賀小学校 3 (0) 4 (0) 7 (0) 

六合小学校 8 (0) 0 (0) 8 (0) 

本埜小学校 4 (0) 
  

4 (0) 

滝野小学校 9 (-1) 1 (0) 10 (-1) 

旧宗像小学校 3 (0) 
  

3 (0) 

旧本埜第二小学校 5 (0) 1 (0) 6 (0) 

小学校 計 127 (-11) 33 (1) 160 (-10) 

 

②中学校 ※()今年度比 

学校名 体育館 武道場 校庭 計 

印西中学校 5 (+2) 1 (0)   6 (+2) 

船穂中学校 9 (0) 3 (0)   12 (0) 

木刈中学校 8 (+1) 3 (0)   11 (+1) 

小林中学校 6 (0) 1 (0)   7 (0) 

原山中学校 6 (-1) 2 (0)   8 (-1) 

西の原中学校 6 (-1) 3 (0)   9 (-1) 

印旛中学校 7 (0) 1 (0) 1 (0) 9 (0) 

本埜中学校 3 (0) 
  

  3 (0) 

滝野中学校 5 (-2) 
  

  5 (-2) 

中学校 計 55 (-1) 14 (0) 1 (0) 70 (-1) 

  

 



３．令和４年度学校プール開放実施状況 

令和４年度学校プール開放事業については、人数制限等の対策を講じた上での実施を予定

していますが、今後の新型コロナウイルス感染拡大状況や、学校での水泳授業の実施の有

無等を勘案し、実施の可否を判断します。 

 


